
1 

私立学校法関係法令に基づく認可・届出について 

 

第１ 寄附行為の変更認可について 

 １ 収益事業を行う場合における寄附行為の変更 

  ・ 学校法人は、私立学校法第 26条に基づき、その教育に支障のない限りで、収益事

業を行うことが可能。 

  ・ 収益事業を行う場合には、寄附行為に記載し、所轄庁（岩手県所轄法人において

は、岩手県知事）の認可を得る必要があること。 

  ・ 平成 31年３月に私立学校関係事務の手引き中「寄附行為作成例」を改正し、収益

事業を行う場合における作成例を追記したもの。寄附行為の変更にあたっては、参

考いただきたいこと。 

 

 ２ 資産総額の変更登記に係る期間を変更する場合における寄附行為の変更 

・ 平成 28 年度に組合等登記令の一部改正により、従前の「２ヶ月」から「３か月」

に変更されたもの。 

  ・ 寄附行為の変更に際しては、「届出」事項ではなく「認可」事項となるので、留意

すること。 

 

（注）寄附行為の変更に係る「届出」事項 

■ 学校法人（準学校法人）寄附行為変更届（私立学校関係事務の手引きより抜粋） 

① 設置する学校の課程、学科等の名称変更（学校の設置廃止を伴わない場合に限る。） 

  ② 事務所の所在地（所轄庁の変更を伴わない場合に限る。） 

  ③ 公告の方法 

 ※ 上記①～③以外については、「認可」事項に該当するもの。 

 

 

第２ 届出について 

 １ 登記届 

  (1) 理事長の変更や重任に係る登記 

    理事長が変更された場合のほか、理事長の任期満了による重任についても届出が

必要であるもの。その際は、理事長を決定した理事会の決議録も必ず添付すること。 

   ※ 寄附行為上、任期の定めのない理事（例えば、園長・校長等が就任する１号理

事）が理事長を継続するという場合には、提出不要であるもの。 

  (2) 資産総額変更登記 

   ・ 全法人が毎年度提出しなければならない届出であるため、留意すること。 

   ・ 前記のとおり、法令改正により、登記期間の変更が可能となったもの。変更に
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あたっては、寄附行為の変更認可が必須となるもの。 

   ・ 寄附行為に定められた期間内に、登記の上、県に届け出ること。 

   ・ 理事会及び評議員会の決議録の添付を行うこと。 

 

 ２ 理事（監事）の就任（退任）届 

  ・ 「就任」や「退任」だけでなく、任期満了による「重任」や「専任条項の変更」

の場合も届け出る必要があること。 

  ・ 寄附行為上、任期が定められていない理事（例えば、園長・校長等が就任する１

号理事）に係る届出は不要であること。 

 

  （留意事項） 

  ・ 平成 29年度に（様式例３）誓約書の項目を一部修正したこと、令和２年４月１日

から「登記届」「理事（監事）就任（退任）届」「理事長職務代理開始（終了）届」

の様式を一部改正したことから、以前の様式例を保存して使用している場合、改め

て岩手県公式 HP 内「私立学校関係事務の手引き」からダウンロードするか、保存

しているファイルを修正すること。 

 

 


